
 

令和6年度 産業廃棄物適正処理普及・啓発促進事業  

 

 

電子マニフェストを利用すると、事業者に義務付けられているマニフェスト交付等状況報告書が提出不要

になるほか事務処理の効率化、データの透明性が確保され法令の遵守を徹底することができます。 

この説明会では、電子マニフェストの仕組みやメリットや、スムーズに導入するために社内・社外でしてお

くべき準備等をご説明いたします。その後、電子マニフェストシステムの操作方法を、実際にパソコンを

使用してご説明いたします。 
 

対 象 者 電子マニフェストシステム導入検討中の担当者  

申込方法 
岩手県産業資源循環協会ホームページ（http://www.iwatesanpai.or.jp） 

「研修会･セミナー 申込」からWEB申込み 

参 加 費 無料 

日  程 
※各日とも同じ内容 

(１）令和6年8月1日（木）13：30～17：00 （受付13：00～） 

(2）令和6年8月2日(金）13：30～17：00 (受付13：00～） 

会  場 
いわて県民情報交流センター  アイーナ 会議室７０１ 
盛岡市盛岡駅西通１丁目７番１号 

定  員 各１５名  

申込期限 令和6年7月26日（金) 又は 定員になり次第締切り 
 

 

 

 

 

◇電子マニフェスト導入実務研修会プログラム◇ 
 

(１)排出事業者向け電子マニフェスト導入実務説明（動画視聴60分） 

(２)電子マニフェストの操作体験（120分） 
 
 

 

 

 

 

この研修会は岩手県から（一社）岩手県産業資源循環協会が業務委託を受けて開催しております。 

電子マニフェスト導入実務研修会 

～電子マニフェストシステムの導入に向けて～ コース№ ７ 

お問合せ・申込先 

一般社団法人 岩手県産業資源循環協会 
盛岡市内丸16-15 内丸ビル5F  TEL 019-625-2201 

https://iwatesanpai.or.jp  「研修会・セミナー 申込」から 


